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「食品、添加物等の規格基準別表第１第２表の特記事項欄において 

特段の定めがある場合等について」の一部改正について 

 

「食品、添加物等の規格基準の一部改正について」（令和５年 11月 30日付け

健生発 1130 第４号厚生労働省健康・生活衛生局長通知）の第３の１のニの(6)

において参照するとした別表第１第２表の特記事項欄において特段の定めがあ

る場合については、令和５年 11月 30日付け健生食基発 1130第４号「食品、添

加物等の規格基準別表第１第２表の特記事項欄において特段の定めがある場合

等について」（以下「特段の定め通知」という。）により通知したところです。 

今般、特段の定め通知について下記のとおり改正しますので、貴管内関係者に対

する周知徹底をはじめ、その運用に遺漏なきよう取り計らわれるようお願いします。 

 

記 

 

改正後 改正前 

今般、「食品、添加物等の規格基準

の一部改正について」（令和５年 11

月 30日付け健生発 1130第４号厚生

労働省健康・生活衛生局長通知。最

終改正：令和６年９月 27日付け消食

基発第 224号消費者庁次長通知。）の

第３の１のニの(7)において参照する

とした別表第１第２表の特記事項欄

において特段の定めがある場合等に

ついては下記のとおりですので、貴

管内関係者に対する周知徹底をはじ

め、その運用に遺漏なきよう取り計 

らわれるようお願いします。 

今般、「食品、添加物等の規格基準

の一部改正について」（令和５年 11

月 30日付け健生発 1130第４号厚生

労働省健康・生活衛生局長通知）の

第３の１のニの(6)において参照する

とした別表第１第２表の特記事項欄

において特段の定めがある場合等に

ついては下記のとおりですので、貴

管内関係者に対する周知徹底をはじ

め、その運用に遺漏なきよう取り計

らわれるようお願いします。 

 

 



記 

 

第１ 別表第１第２表の物質名欄に

掲げる物質等の留意事項について 

１～２ （略） 

３ 特段の定めがある場合とは、

使用温度、対象食品、材質の厚

さ、食品への直接接触の有無、

使用量の和等の物質の使用に係

る事項について特記事項欄に記

載がある場合であり、各分類の

参考例を別紙に示すこと。 

 ４ （略） 

 

第２ （略） 

第３ 適用期日 

 食品、添加物等の規格基準の一部を

改正する件（令和５年厚生労働省告示

第 324号）による改正後の食品、添加

物等の規格基準（昭和 34年厚生省告

示第 370号）の適用期日を令和７年６

月 1日としていることから、当該通知

に関しても適用期日が令和７年６月

１日となること。 

 

（別紙） 

特段の定めがある場合の例 

（１）～（４） （略） 

（５）使用量の和 

 

記 

 

第１ 別表第１第２表の物質名欄に

掲げる物質等の留意事項について 

１～２ （略） 

３ 特段の定めがある場合とは、

使用温度、対象食品、材質の厚

さ、食品への直接接触の有無、

使用量の合計量等の物質の使用

に係る事項について特記事項欄

に記載がある場合であり、各分

類の参考例を別紙に示すこと。 

 ４ （略） 

 

第２ （略） 

第３ 適用期日 

 規格基準告示の適用期日を令和７

年６月 1日としていることから、当

該通知に関しても適用期日が令和７

年６月１日となること。 

 

 

 

 

 

（別紙） 

特段の定めがある場合の例 

（１）～（４） （略） 

（５）使用量の合計量 

 

 


	（消食基第234号）「食品、添加物等の規格基準別表第１第２表の特記事項欄において特段の定めがある場合等について」の一部改正について
	（参考３・修正下線無し）健生食基発1130第４号（特段の定め通知）（この度の通知で改正）

